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◆アクションプログラム３：相互連携・広域化による面的な総合災害対策

災害等に対する給水の安定性を高めるため、ハード面では、水道の基幹施設と応

急給水拠点や医療機関等の災害時における給水確保上重要な拠点等とを一体として

とらえたライフラインの確保に重点的に取り組む。近隣の水道事業はもとより圏域

を越えた広域的な相互融通を可能とする連絡管の整備も含め、災害発生時に必要な

水を供給する体制整備する。また、施設が被災した場合においても迅速に復旧を図

るための体制を整備、強化する。

また、ソフト面では、防災部局等との連携による地域防災計画の策定や相互応援

協定の締結等を推進する。

さらに、複数の水道事業者からなる連絡協議会を設置し、広域的な災害対策のソ

フト、ハード面両方からの総合対策の検討、調整を図り、面的な安全度を確保し、

断減水被害を最小化する方策を重点的に展開する。

併せて、水道事業者が実施するこれらの対策を支援するための技術的、財政的な

支援措置を充実、強化する。

図６－10 相互連携・広域化による面的な総合災害対策アクションプログラム


